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市第 71 号議案 横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に 

関する条例の制定 

市第 72 号議案 横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の

基準等に関する条例の制定 

市第 73 号議案 横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

関する条例の制定 

市第 74 号議案 横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な 

支援の方法等の基準に関する条例の制定 

 説明資料 

 

１ 制定の経緯 

 平成 23 年５月２日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律（平成 23 年法律第 37 号、「第１次

一括法」）」が公布され、「介護保険法（平成９年法律第 123 号）」が改正され

ました。 

これにより、これまで国が厚生労働省令で定めていた介護保険サービス事

業者の指定等に関する基準について、都道府県、政令指定都市及び中核市等

が条例で定めることとなりました。 

施行期日の経過措置が平成 25 年３月末で満了することから、関係条例を平

成 25 年４月１日までに定めて施行する必要があります。 

 

２ 条例案の基本的な考え方 

省令の内容を基本に、事業者に対する指導の状況、横浜市介護保険運営協

議会の意見等を踏まえて、本市独自の条項を盛り込みます。 

 

３ 横浜市介護保険運営協議会の実施 

  条例案を策定するにあたっては、本市が独自に規定する内容を中心に、横

浜市介護保険運営協議会において説明、議論を行いました。 

(1) 開催回数 計４回 

(2) 開催概要  

平成 24 年３月 26 日 全体説明 

       ５月 10 日 共通事項・施設サービス・居宅サービス 

       ６月 22 日 地域密着型サービス等 

       ８月 20 日 意見取りまとめ 

 

平成 24 年 12 月 18 日 
健康福祉・病院経営委員会 
配 付 資 料 
健 康 福 祉 局 
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市第 71 号議案  

横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例

の制定 

 

１ 省令が定める内容 

介護保険法に基づき、現行の省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準」で定められている主な基準は、次のとおりです。 

(1) 総則 

(2) 各サービスの基準 

 ア 基本方針 

 イ 人員に関する基準 

 ウ 設備に関する基準 

 エ 運営に関する基準 

 

２ 条例で新たに規定する主な内容 

上記の省令の内容に加えて、新たに次の基準を規定します。 

 (1) 介護保険法関連条例共通で規定する独自基準 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

事業の

運営に

あたっ

ての連

携 

指定居宅サービス事

業者は、市町村、他の

居宅サービス事業者

その他の保健医療サ

ービス及び福祉サー

ビスを提供する者と

の連携に努めなけれ

ばならない。 

連携先に 

地域包括支援センター 

老人介護支援センター 

住民による自発的な活

動によるサービスを含

めた地域における様々

な取組を行う者等 

を加える。 

地域包括ケアで

は、地域包括支

援センターの位

置付けが重要で

あるため 

第 ３ 条

第２項  

② 
暴力団

の排除 
規定無し 

指定居宅サービス事業

者は、横浜市暴力団排

除条例に規定する暴力

団、暴力団経営支配法

人等又は暴力団員等と

密接な関係を有すると

認められる者であって

はならない。 

本市暴力団排除

条例の趣旨を徹

底し、介護保険

事業者の適正な

運営を確保する

ため 

第 ４ 条

第２項  
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③ 

利用者

に対す

る身体

的拘束 

身体的拘束等を行う

場合には、その態様及

び時間、その際の利用

者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない

理由を記録しなけれ

ばならない。 

身体的拘束等を行う場

合には、事前に、利用

者又はその家族に、身

体的拘束等の態様等を

説明しなければならな

い。ただしやむを得ず

事前説明が困難な場合

は拘束後速やかに説明

しなければならない。 

身体的拘束を受

ける本人や家族

には説明がなさ

れるべきと考え

られるため 

第 142 条

第６項  

ほか  

④ 

サービ

ス提供

に当た

っての

文書に

よる同

意 

サービスの提供に当

たっては、あらかじ

め、利用者又はその家

族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を

記した文書を交付し

て説明を行い、利用者

の同意を得なければ

ならない。 

利用者の同意を文書に

より得なければならな

い。 

利用料等の受領

におけるトラブ

ルを防止する観

点から、同意内

容を文書により

明確にしておく

ことが必要と考

えられるため 

第 ９ 条

第１項  

ほか  

⑤ 
協力医

療機関 

協力歯科医療機関を

定めておくよう努め

なければならない。 

協力歯科医療機関を定

めておかなければなら

ない。 

介護における口

腔ケアの役割が

重視されてきて

いるため 

第 216 条

第２項  

⑥ 
記録の

整備 

次の記録を整備し、そ

の完結の日から二年

間保存しなければな

らない。 

・サービス計画 

・サービス提供記録 

・利用者が指示に従わ

なかった場合の市町

村への通知に係る記

録  

・苦情の内容等の記録  

・事故の状況及び事故

に際して採った処置

についての記録 

（保存期間規定無し） 

・従業者、設備、備品

及び会計に関する諸

記録 

次の記録は完結の日か

ら５年間保存とする。 

・サービス提供記録 

・従業者の勤務体制に

ついての記録 

・介護報酬を請求する

ために、審査支払機関

に提出したもの 

介護報酬の返還

請求を行うにあ

たり、その時効

が５年であるた

め 

第 42 条

第 １ 項

及 び 第

２ 項 第

２号  

ほか  
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 (2) 本条例で省令から変更する主な内容 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

①   

訪問介護、

訪 問 看 護

に お け る

家 族 の サ

ー ビ ス 提

供の禁止 

訪問介護員等に、そ

の同居の家族であ

る利用者に対する

訪問介護の提供を

させてはならない。 

同居の有無にかかわ

らず、訪問介護員等

に、その家族である利

用者に対する訪問介

護の提供をさせては

ならない。 

家族による介護

と介護保険制度

によるサービス

提供の混同を避

けるため 

第 26 条

ほか  

②   

短 期 入 所

生 活 介 護

に お け る

廊 下 幅 に

関 す る 基

準 

片廊下 1.8ｍ以上 

中廊下 2.7ｍ以上 

 
※ユニット型は廊下

の一部の拡張による

緩和措置がある 

片廊下 1.5ｍ以上 

中廊下 1.8ｍ以上 

片廊下 1.8ｍ以上 

中廊下 1.8ｍ以上 

 
※ユニット型の緩和措

置は省令どおり 

 

 

中廊下の幅を、

横浜市福祉のま

ちづくり条例に

おける「望まし

い水準」である

1.8ｍ（車椅子使

用者同士が相対

ですれ違うこと

ができる幅）に

緩和 

第 138 条  

第 ７ 項

第１号  

③   

特 定 施 設

入 居 者 生

活 介 護 等

に お け る

便 所 に 関

する基準 

便所は、居室のある

階ごとに設置し、非

常用設備を備えて

いること。 

便所は、居室のある階

ごとに設置し、非常用

設備を備えていると

ともに、身体の不自由

な者が使用するのに

適したものとするこ

と。 

浴室の基準に準

じ、高齢者が使

用しやすい設備

とするため 

第 202 条

第 ４ 項

第４号、

第 224 条

第 ４ 項

第３号  
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 (3) 本条例で新たに規定する主な内容 

 項目 内容 理由 条項 

①   
通所サービスに

おける送迎に関

する基準 

利用者に対して送迎を行う場

合には、利用者の安全を確保

するのに必要な数の従業者を

もって行うものとする。 

通所サービスでは、

サービスに付随し

て利用者の送迎を

行うことが前提と

なっているにも関

わらず、基準が設け

られていなかった

ため 

第 96 条第１項

第５号ほか  

②   
通所介護におけ

る静養室の仕様

に関する基準 

遮蔽物の設置等により利用者

の静養に配慮されているこ

と、と規定する。 

利用者の処遇の向

上のため、静養室に

ついて仕様を明記 

第 93 条第２項

第２号  

③   

特定施設入居者

生活介護等にお

ける洗面設備に

関する基準 

洗面設備の設置を必須とし、

その基準として、身体の不自

由な者が使用するのに適した

ものとすることとした。 

利用者が施設で生

活する上で必要な

設備と考えられる

ため 

第 202 条 第 ３

項、第 202 条第

４項第５号、第

224 条第３項、

第 224 条第４項

第４号  
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市第 72 号議案  

横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に 

関する条例の制定  

 

１ 省令が定める内容 

介護保険法に基づき、現行の省令「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準」で定められている基準は次のとおりです。 

(1) 総則 

(2) 各サービスの基準 

 ア 基本方針 

 イ 人員に関する基準 

 ウ 設備に関する基準 

 エ 運営に関する基準 

 

２ 条例で新たに規定する主な内容 

上記の省令の内容に加えて、新たに次の基準を規定します。 

 (1) 介護保険法関連条例共通で規定する独自基準 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

事業の

運営に

あたっ

ての連

携 

事業者は、市町村、他

の地域密着型サービ

ス事業所又は居宅サ

ービス事業者その他

の保健医療サービス

又は福祉サービスを

提供する者との連携

に努めなければなら

ない 

連携先に 

地域包括支援センター 

老人介護支援センター 

住民による自発的な活

動によるサービスを含

めた地域における様々

な取組を行う者等 

を加える。 

地域包括ケアで

は、地域包括支

援センターの位

置付けが重要で

あるため 
第 ３ 条

第２項  

② 
暴力団

の排除 
規定無し 

指定地域密着型サービ

ス事業者は、横浜市暴

力団排除条例に規定す

る暴力団、暴力団経営

支配法人等又は暴力団

員等と密接な関係を有

すると認められる者で

ないものとする。 

本市暴力団排除

条例の趣旨を徹

底し、介護保険

事業者の適正な

運営を確保する

ため 

第４条  
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③ 

利用者

に対す

る身体

的拘束 

身体的拘束等を行う

場合には、その態様及

び時間、その際の利用

者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない

理由を記録しなけれ

ばならない 

身体的拘束等を行う場

合には、事前に、利用

者又はその家族に、身

体的拘束等の態様等を

説明しなければならな

い。ただしやむを得ず

事前説明が困難な場合

は拘束後速やかに説明

しなければならない。 

身体的拘束を受

ける本人や家族

には説明がなさ

れるべきと考え

られるため 

第 93 条

第 ７ 項

ほか  

④ 

サービ

ス提供

に当た

っての

文書に

よる同

意 

サービスの提供に当

たっては、あらかじ

め、利用者又はその家

族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を

記した文書を交付し

て説明を行い、利用者

の同意を得なければ

ならない。 

利用者の同意を文書に

より得なければならな

い。 

利用料等の受領

におけるトラブ

ルを防止する観

点から、同意内

容を文書により

明確にしておく

ことが必要と考

えられるため 

第 10 条

第１項  

⑤ 
協力医

療機関 

協力歯科医療機関を

定めておくよう努め

なければならない。 

協力歯科医療機関を定

めておかなければなら

ない。 

介護における口

腔ケアの役割が

重視されてきて

いるため 

第 105 条

第 ２ 項

ほか  

⑥ 
記録の

整備 

次の記録を整備し、そ

の完結の日から二年

間保存しなければな

らない 

・介護計画等 

・サービス提供記録 

・利用者が指示に従わ

なかった場合等の市

町村への通知に係る

記録 

・苦情の内容等の記録  

・事故の状況及び事故

に際して採った処置

についての記録 

（保存期間規定無し） 

・従業者、設備、備品

及び会計に関する諸

記録 

次の記録は完結の日か

ら５年間保存とする。 

・サービス提供記録 

・従業者の勤務体制に

ついての記録 

・介護報酬を請求する

ために、審査支払機関

に提出したもの 

介護報酬の返還

請求を行うにあ

たり、その時効

が５年であるた

め 

第 43 条

第 １ 項

ほか  
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(2) 本条例で省令から変更する主な内容 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

小規模多

機能型居

宅介護の

宿泊室 

個室で 7.43 ㎡以上

を原則とする。 

例外的に、利用者の

処遇上必要と認めら

れる、プライバシー

が確保されている、

その合計面積が個室

以外の定員×おおむ

ね 7.43 ㎡以上の要

件を満たすことが必

要。 

個室で 7.43 ㎡以上を

原則とする。 

例外的に、個室の設置

が構造上困難な場合、

プライバシーが確保

されている、その居室

の面積が宿泊室の定

員×7.43 ㎡以上の要

件を満たすことが必

要。 

利用者の処遇の

向上のため、宿

泊室の１人あた

りの面積を明確

にするため 第 87 条

第 ２ 項

第２号  

② 

小規模多

機能型居

宅介護の

通いサー

ビスの利

用者数 

通いサービスの利用

者が「登録定員」＊

１に比べて著しく少

ない状態が続くもの

で あ っ て は な ら な

い。 

通いサービスの利用

者が「登録者の数」＊

２ に比べて著しく少

ない状態が続くもの

であってはならない。 

実際の利用者の

「通い」サービ

スの利用を促進

するため 

第 93 条

第９号  

③ 

地域密着

型特定施

設入居者

生活介護

の便所 

便所は、居室のある

階ごとに設置し、非

常用設備を備えてい

ること。 

便所は、居室のある階

ごとに設置し、非常用

設備を備えるととも

に、身体の不自由な者

が使用するのに適し

たものとすること。 

浴室の基準に準

じ、高齢者が使

用しやすい設備

とするため 

第 134 条

第 ４ 項

第４号  

④ 

従来型地

域密着型

特養 

従来型地域密着型特

養（入所定員 29 人以

下）の人員、設備及

び運営に関する基準 

削除 

（条例で規定せず） 
本市には従来型

地域密着型特養

は現存せず、ま

た、従来型の特

養の整備を行う

予定が無いため 

 

＊１ 登録定員  ：事業所の利用定員 

＊２ 登録者の数 ：事業所の定員内で実際に利用している人の数 

 

  

 

 

 

 



9 

 

(3) 本条例で新たに規定する主な内容 

 項目 内容 理由 条項 

① 

小規模多機能型

居宅介護、認知

症対応型共同生

活介護に備える

べき設備 

・便所と洗面設備を追加し、

その仕様を「利用者が使用す

るのに適したもの」と規定。 

・事務室を追加し、共用の部

分 か ら 分 離 さ れ た も の と す

る。 

利用者の処遇の向

上のため 
第 87 条第１項

及 び 第 ２ 項 第

３号  

② 

小規模多機能型

居宅介護、認知

症対応型共同生

活介護の衛生管

理 

事業所の衛生管理等として、

感染症・食中毒の予防・まん

延防止のための指針の整備、

研修の実施を義務付ける。 

感染症等の予防・ま

ん延防止のため 第 104 条第２項

第３号ほか  

③ 

認知症対応型共

同生活介護の共

同生活住居 

・共同生活住居の全ての設備

等を同一の階に置くことが原

則と規定 

利用者の安全の確

保のため 第 115 条第３項  

④ 

認知症対応型共

同生活介護の運

営規程 

運営規程で定める事項として

「退去に関する留意事項」を

明記 

利用者と事業者の

トラブル未然防止

のため 

第 124 条第 5 項  

⑤ 

地域密着型特定

施設入居者生活

介護の洗面設備 

洗面設備の設置を必須とし、

その基準として、身体の不自

由な者が使用するのに適した

ものとすることとした。 

入居者が施設で生

活する上で必要な

設備と考えられる

ため 

第 134 条第３項

及 び 第 ４ 項 第

５号  
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市第 73 号議案  

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護 

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関す

る条例の制定 

 

１ 省令が定める内容 

介護保険法に基づき、現行の省令「指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準」で定められている主な基準は、次のとおりです。 

(1) 総則 

(2) 各サービスの基準 

 ア 基本方針 

 イ 人員に関する基準 

 ウ 設備に関する基準 

 エ 運営に関する基準 

 オ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

 

２ 条例で新たに規定する主な内容 

上記の省令の内容に加えて、新たに次の基準を規定します。 

 (1) 介護保険法関連条例共通で規定する独自基準 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

事業の

運営に

あたっ

ての連

携 

指定介護予防サービ

ス事業者は、市町村、

他の介護予防サービ

ス事業者その他の保

健医療サービス及び

福祉サービスを提供

する者との連携に努

めなければならない。 

連携先に 

地域包括支援センター 

老人介護支援センター 

住民による自発的な活

動によるサービスを含

めた地域における様々

な取組を行う者等 

を加える。 

地域包括ケアで

は、地域包括支

援センターの位

置付けが重要で

あるため 

第 ３ 条

第２項  

② 
暴力団

の排除 
規定無し 

指定介護予防サービス

事業者は、横浜市暴力

団排除条例に規定する

暴力団、暴力団経営支

配法人等又は暴力団員

等と密接な関係を有す

ると認められる者であ

ってはならない。 

本市暴力団排除

条例の趣旨を徹

底し、介護保険

事業者の適正な

運営を確保する

ため 

第 ４ 条

第２項  

③ 

利用者

に対す

る身体

身体的拘束等を行う

場合には、その態様及

び時間、その際の利用

身体的拘束等を行う場

合には、事前に、利用

者又はその家族に、身

身体的拘束を受

ける本人や家族

には説明がなさ

第 124 条

第３項  

ほか  
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的拘束 者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない

理由を記録しなけれ

ばならない。 

体的拘束等の態様等を

説明しなければならな

い。ただしやむを得ず

事前説明が困難な場合

は拘束後速やかに説明

しなければならない。 

れるべきと考え

られるため 

④ 

サービ

ス提供

に当た

っての

文書に

よる同

意 

サービスの提供に当

たっては、あらかじ

め、利用者又はその家

族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を

記した文書を交付し

て説明を行い、利用者

の同意を得なければ

ならない。 

利用者の同意を文書に

より得なければならな

い。 

利用料等の受領

におけるトラブ

ルを防止する観

点から、同意内

容を文書により

明確にしておく

ことが必要と考

えられるため 

第 ９ 条

第１項  

ほか  

⑤ 
協力医

療機関 

協力歯科医療機関を

定めておくよう努め

なければならない。 

協力歯科医療機関を定

めておかなければなら

ない。 

介護における口

腔ケアの役割が

重視されてきて

いるため 

第 197 条

第２項  

⑥ 
記録の

整備 

次の記録を整備し、そ

の完結の日から二年

間保存しなければな

らない。 

・サービス計画 

・サービス提供記録 

・利用者が指示に従わ

なかった場合の市町

村への通知に係る記

録  

・苦情の内容等の記録  

・事故の状況及び事故

に際して採った処置

についての記録 

（保存期間規定無し） 

・従業者、設備、備品

及び会計に関する諸

記録 

次の記録は完結の日か

ら５年間保存とする。 

・サービス提供記録 

・従業者の勤務体制に

ついての記録 

・介護報酬を請求する

ために、審査支払機関

に提出したもの 

介護報酬の返還

請求を行うにあ

たり、その時効

が５年であるた

め 

第 39 条

第 １ 項

及 び 第

２ 項 第

１号  

ほか  
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(2) 本条例で省令から変更する主な内容 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

①   

介護予防

訪 問 介

護、介護

予防訪問

看護にお

ける家族

のサービ

ス提供の

禁止 

訪問介護員等に、そ

の同居の家族である

利用者に対する介護

予防訪問介護の提供

を さ せ て は な ら な

い。 

同居の有無にかかわ

らず、訪問介護員等

に、その家族である利

用者に対する介護予

防訪問介護の提供を

させてはならない。 

家族による介護

と介護保険制度

によるサービス

提供の混同を避

けるため 

第 23 条

ほか  

②   

介護予防

短期入所

生活介護

における

廊下幅に

関する基

準 

片廊下 1.8ｍ以上 

中廊下 2.7ｍ以上 

 
※ ユ ニ ッ ト 型 は 廊 下

の 一 部 の 拡 張 に よ る

緩和措置がある 

片廊下 1.5ｍ以上 

中廊下 1.8ｍ以上 

片廊下 1.8ｍ以上 

中廊下 1.8ｍ以上 

 
※ユニット型の緩和措

置は省令どおり 

 

 

中廊下の幅を、

横浜市福祉のま

ちづくり条例に

おける「望まし

い水準」である

1.8ｍ（車椅子使

用者同士が相対

ですれ違うこと

ができる幅）に

緩和。 

第 120 条  

第 ７ 項

第１号  

③   

介護予防

特定施設

入居者生

活介護等

における

便所に関

する基準 

便所は、居室のある

階ごとに設置し、非

常用設備を備えてい

ること。 

便所は、居室のある階

ごとに設置し、非常用

設備を備えていると

ともに、身体の不自由

な者が使用するのに

適したものとするこ

と。 

浴室の基準に準

じ、高齢者が使

用しやすい設備

とするため 

第 188 条

第 ４ 項

第４号、

第 212 条

第 ４ 項

第３号  
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(3) 本条例で新たに規定する主な内容 

 項目 内容 理由 条項 

①   
通所サービスに

おける送迎に関

する基準 

利用者に対して送迎を行う場

合には、利用者の安全を確保

するのに必要な数の従業者を

もって行うものとする。 

通所サービスでは、

サービスに付随し

て利用者の送迎を

行うことが前提と

なっているにも関

わらず、基準が設け

られていなかった

ため 

第 101 条第１項

第 9 号ほか  

②   

介護予防通所介

護における静養

室の仕様に関す

る基準 

遮蔽物の設置等により利用者

の静養に配慮されているこ

と、と規定する。 

利用者の処遇の向

上のため、静養室に

ついて仕様を明記 

第 91 条第２項

第２号  

③   

介護予防特定施

設入居者生活介

護等における洗

面設備に関する

基準 

洗面設備の設置を必須とし、

その基準として、身体の不自

由な者が使用するのに適した

ものとすることとした。 

利用者が施設で生

活する上で必要な

設備と考えられる

ため 

第 188 条 第 ３

項、第 188 条第

４項第５号、第

212 条第３項、

第 212 条第４項

第４号  
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市第 74 号議案 

横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な 

支援の方法等の基準に関する条例の制定 

 

１ 省令が定める内容 

介護保険法に基づき、現行の省令「指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準」で定められている基準は、

次のとおりです。 

(1) 総則 

(2) 各サービスの基準 

 ア 基本方針 

 イ 人員に関する基準 

 ウ 設備に関する基準 

 エ 運営に関する基準 

 オ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

 

２ 条例で新たに規定する主な内容 

上記の省令の内容に加えて、新たに次の基準を規定します。 

 (1) 介護保険法関連条例共通で規定する独自基準 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

事業の

運営に

あたっ

ての連

携 

事業者は、市町村、

他の地域密着型介護

予防サービス事業所

又は介護予防サービ

ス事業者その他の保

健医療サービス又は

福祉サービスを提供

する者との連携に努

め な け れ ば な ら な

い。 

連携先に 

地域包括支援センター 

老人介護支援センター 

住民による自発的な

活動によるサービス

を含めた地域におけ

る様々な取組を行う

者等 

を加える。 

地 域 包 括 ケ ア

では、地域包括

支 援 セ ン タ ー

の 位 置 付 け が

重 要 で あ る た

め 

第 ３ 条 第

２項  
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② 
暴力団

の排除 
規定無し 

指定地域密着型サービ

ス事業者は、横浜市暴

力団排除条例に規定す

る暴力団、暴力団経営

支配法人等又は暴力団

員等と密接な関係を有

すると認められる者で

ないものとする。 

本 市 暴 力 団 排

除 条 例 の 趣 旨

を徹底し、介護

保 険 事 業 者 の

適 正 な 運 営 を

確保するため 

第４条  

③ 

利用者

に対す

る身体

的拘束 

身体的拘束等を行う

場合には、その態様

及び時間、その際の

利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得

ない理由を記録しな

ければならない。 

身体的拘束等を行う

場合には、事前に、利

用者又はその家族に、

身体的拘束等の態様

等を説明しなければ

ならない。ただしやむ

を得ず事前説明が困

難な場合は拘束後速

やかに説明しなけれ

ばならない。 

身 体 的 拘 束 を

受 け る 本 人 や

家 族 に は 説 明

が な さ れ る べ

き と 考 え ら れ

るため 

第 54 条

第 ３ 項 ほ

か  

④ 

サービ

ス提供

に当た

っての

文書に

よる同

意 

サービスの提供に当

たっては、あらかじ

め、利用者又はその

家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費

用を記した文書を交

付して説明を行い、

利用者の同意を得な

ければならない。 

利用者の同意を文書

により得なければな

らない。 

利 用 料 等 の 受

領 に お け る ト

ラ ブ ル を 防 止

する観点から、

同 意 内 容 を 文

書 に よ り 明 確

に し て お く こ

と が 必 要 と 考

えられるため 

第 12 条

第 １ 項 ほ

か  

⑤ 
協力医

療機関 

協力歯科医療機関を

定めておくよう努め

なければならない。 

協力歯科医療機関を

定めておかなければ

ならない。 

介 護 に お け る

口 腔 ケ ア の 役

割 が 重 視 さ れ

て き て い る た

め 

第 62 条

第 ２ 項 ほ

か  

⑥ 
記録の

整備 

次の記録を整備し、

その完結の日から二

年間保存しなければ

ならない 

・施設サービス計画 

・サービス提供記録 

・利用者が指示に従

次の記録は完結の日

から５年間保存とす

る。 

・サービス提供記録 

・従業者の勤務体制に

ついての記録 

・介護報酬を請求する

介 護 報 酬 の 返

還 請 求 を 行 う

にあたり、その

時 効 が ５ 年 で

あるため 

第 41 条

第 １ 項 ほ

か  
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わなかった場合の市

町村への通知に係る

記録 

・苦情の内容等の記

録  

・事故の状況及び事

故に際して採った処

置についての記録 

 

(保存期間規定無し) 

・従業者、設備、備

品及び会計に関する

諸記録 

ために、審査支払機関

に提出したもの 

 

 (2) 本条例で省令から変更する主な内容 

 項目 省令の内容 条例案の内容 理由 条項 

① 

介護予防小

規模多機能

型居宅介護

の宿泊室 

個室で 7.43 ㎡以上を

原則とする。 

例外的に、利用者の処

遇上必要と認められ

る、プライバシーが確

保されている、その合

計面積が個室以外の

定員×おおむね 7.43

㎡以上の要件を満た

すことが必要。 

個室で 7.43 ㎡以上を

原則とする。 

例外的に、個室の設置

が構造上困難な場合、

プライバシーが確保

されている、その居室

の面積が宿泊室の定

員×7.43 ㎡以上の要

件を満たすことが必

要。 

 利 用 者 の

処 遇 の 向 上

の た め 、 宿

泊 室 の １ 人

あ た り の 面

積 を 明 確 に

するため 

第 49 条

第 ２ 項

第２号  

② 

介護予防小

規模多機能

型居宅介護

の通いサー

ビスの利用

者数 

通いサービスの利用

者が「登録定員」＊１

に比べて著しく少な

い状態が続くもので

あってはならない。 

通いサービスの利用

者が「登録者の数」＊

２ に比べて著しく少

ない状態が続くもの

であってはならない。 

 実 際 の 利

用 者 の 「 通

い 」 サ ー ビ

ス の 利 用 を

促 進 す る た

め 

第 69 条

第 11 号  

＊１ 登録定員  ：事業所の利用定員 

＊２ 登録者の数 ：事業所の定員内で実際に利用している人の数 
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 (3) 本条例で新たに規定する主な内容 

 項目 内容 理由 条項 

① 

介護予防小規模

多機能型居宅介

護、介護予防認

知症対応型共同

生活介護に備え

るべき設備 

・便所と洗面設備を追加し、

その仕様として「利用者が使

用するのに適したもの」と規

定。 

・事務室を追加し、共用の部

分から分離されたものとす

る。 

利用者の処遇の向

上のため 

第 49 条第１項

及 び 第 ２ 項 第

３号  

② 

介護予防小規模

多機能型居宅介

護、介護予防認

知症対応型共同

生活介護の衛生

管理 

事業所の衛生管理等として、

感染症・食中毒の予防・まん

延防止のための指針の整備、

研修の実施を義務付ける。 

感染症等の予防・ま

ん延防止のため 
第 61 条第２項

ほか  

③ 

介護予防認知症

対応型共同生活

介護の共同生活

住居 

・共同生活住居の全ての設備

等を同一の階に置くことが原

則と規定 

利用者の安全の確

保のため 第 76 条第３項  

④ 

介護予防認知症

対応型共同生活

介護の運営規程 

運営規程で定める事項として

「退去に関する留意事項」を

明記 

利用者と事業者の

トラブル未然防止

のため 

第 82 条第 5 項  
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